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■
市
立
や
ま
ば
と
か
ら 

▼
活
動
体
験
会
～
お
り
が
み

a
７
月
５
日
㈮
午
前
９
時　

分
～　

３０

１１

時　

分
j
障
害
者
送
迎
あ
り
※
７
月

３０
２
日
㈫
ま
で
に
申
し
込
み
k
電
話

▼
ク
ッ
キ
ン
グ
～
冷
や
し
中
華

a
７
月　

日
㈯
午
前　

時
～　

時　

１３

１０

１１

３０

分
h　

円
程
度
k
７
月
８
日
㈪
ま
で

３００

に
電
話

▼
ス
ポ
ー
ツ
体
験
会
～
ボ
ッ
チ
ャ

a
７
月　

日
㈮
午
前
９
時　

分
～　

１９

３０

１１

時　

分
j
障
害
者
送
迎
あ
り
※
７
月

３０
９
日
㈫
ま
で
に
申
し
込
み
k
電
話

▼
映
画
鑑
賞
会
「
時
を
か
け
る
少
女

（
ア
ニ
メ
版
）」

a
７
月　

日
㈯
午
前　

時
～　

時　

２７

１０

１１

４０

分
k
電
話

　

い
ず
れ
も
b
市
立
や
ま
ば
と
地
域

福　

祉

福　

祉

福　

祉

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
f
身
体
・
知
的

障
害
の
あ
る　

～　

歳
の
市
内
在
住

１８

６４

者
※
車
い
す
可
l
市
立
や
ま
ば
と

（
緯　

・
３
４
０
０
）

５８２

■
福
祉
大
会
を
開
催 

　

観
覧
は
無
料
で
す
。
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

a
７
月
６
日
㈯
午
前
９
時　

分
～
午

３０

後
３
時
b
ひ
の
煉
瓦
ホ
ー
ル
※
直
接

会
場
へ
d
式
典
、
日
野
市
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
会
員
に
よ
る
唄
や
踊
り
の

披
露
l
高
齢
福
祉
課

■
施
設
職
員
の
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
講
座
～
ス
ト
レ
ス
と
う
ま
く
付

き
合
う
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
術 

a
７
月　

日
㈬
午
後
６
時　

分
～
８

１７

３０

時
b
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
e
福
田

佳
子
氏
（
杉
並
区
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

相
談
員
）
f
市
内
在
住
・
在
勤
で
障

害
福
祉
に
従
事
し
て
い
る
方
g
申
込

制
で
先
着　

人
h　

円
（
資
料
代
）

３０

１００

k
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
。
氏
名
、

電
話
番
号
、
講
座
名
を
記
入
し
、（
社

福
）
日
野
市
民
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
（
緯

　

・
７
２
９
９
思　

・
７
２
０
３
）

５９９

５９９

へ
l
障
害
福
祉
課

■
認
知
症
家
族
介
護
者
支
援
講
座
・

タ
ク
テ
ィ
ー
ル
ケ
ア
講
演
会
～
「
触

れ
て
」
不
安
や
痛
み
を
和
ら
げ
る
認

知
症
緩
和
ケ
ア 

　

タ
ク
テ
ィ
ー
ル
ケ
ア
は
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
で
生
ま
れ
た
タ
ッ
チ
ケ
ア

で
、
認
知
症
状
の
緩
和
に
効
果
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

相
手
の
身
体
に
柔
ら
か
く
包
み
込

む
よ
う
に
触
れ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
を

行
う
人
も
穏
や
か
で
落
ち
着
い
た
気

持
ち
に
な
れ
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

講
演
会
で
は
、
実
際
に
体
験
し
な

が
ら
効
果
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
体
験
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

a
７
月　

日
㈬
午
後
１
時　

分
～
３

２４

３０

時　

分
b
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
e

３０
原
智
代
氏
（
㈱
日
本
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

福
祉
研
究
所
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

g
申
込
制
で
先
着　

人
k
電
話
l
高

７０

齢
福
祉
課

 
■
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て 

▼
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
～
納

税
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２５

納
税
通
知
書
を
７
月　

日
㈭
に
世
帯

１１

主
宛
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

▼
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
の
課
税
額

は
、
①
所
得
割
額
②
資
産
割
額
③
均

等
割
額
④
平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
（
表
１
参
照
）。

▼
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
方
は

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
（
確
定
申

国
保
・
年
金

国
保
・
年
金

国
保
・
年
金

告
・
住
民
税
の
申
告
を
し
た
方
は
不

要
）。

　

平
成　

年
中
の
所
得
が
分
か
る
も

２４

の
を
持
参
し
、
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。
収
入
が
な
い
方
も
、
申
告
す
る

こ
と
に
よ
り
税
額
を
軽
減
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す（
表
２
参
照
）。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

  
▼
納
税
に
つ
い
て

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
お
支

払
い
の
方
は
、
第
１
期
の
納
期
限
は

７
月　

日
㈬
で
す
。
全
納
を
希
望
さ

３１

れ
る
方
は
、
１
～
９
期
の
納
付
書
を

ま
と
め
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●国民健康保険税の計算方法（年間分） 表１
介護納付金課税額＝①＋③

（限度額１２万円）
※４０歳以上６５歳未満の加入者

後期高齢者支援金等課税額＝
①＋③

（限度額１４万円）
基礎課税額＝①＋②＋③＋④

（限度額５１万円）

①所得割額…所得に応じて計
算する額（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）×１.２％

①所得割額…所得に応じて計
算する額（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）×１.２％

①所得割額…所得に応じて計算する額（前
年の総所得金額－基礎控除３３万円）×４.８％

②資産割額…固定資産税額に応じて計算す
る額（本年度の固定資産税額）×１０％

③均等割額…（該当者の人数）
×１２,０００円

③均等割額…世帯の加入者に
応じて計算する額（加入者の
人数）×６,０００円

③均等割額…世帯の加入者に応じて計算す
る額（加入者の人数）×１８,６００円

④平等割額…１世帯９,０００円

●国民健康保険税軽減率 表２

軽減の内容総所得金額が下記の
基準を超えない世帯

均等割額と平等割
額の７割３３万円以下

均等割額と平等割
額の５割

３３万円＋（２４万５千
円×世帯主を除く被
保険者数）以下

均等割額と平等割
額の２割

３３万円＋（３５万円×
被保険者数）以下

　

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
の
は
、
加
入
者
で
あ

る
世
帯
主
が　

歳
以
上
で
、
一
定
の

６５

条
件
に
当
て
は
ま
る
世
帯
で
す
。
対

象
者
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
特
定
世
帯
に
対
す
る
軽
減
が
３
年

間
延
長
さ
れ
ま
し
た

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し

た
こ
と
に
よ
り
、
国
保
加
入
者
が
１

人
と
な
る
世
帯
に
対
し
、
５
年
間
基

礎
課
税
額
の
平
等
割
が
２
分
の
１

（
４
千　

円
）
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す

５００

が
、
軽
減
が
３
年
間
延
長
さ
れ
、
６

～
８
年
目
は
４
分
の
１（
２
千　

円
）

２５０

の
軽
減
と
な
り
ま
し
た
。

▼
「
会
社
都
合
に
よ
る
離
職
者
」
の

方
は
、
申
告
に
よ
り
税
額
が
減
額
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

会
社
都
合
に
よ
る
離
職
で
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
申
告

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
が
減
額

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
災
害
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
生

活
が
困
窮
し
た
時
は
ご
相
談
を

　

地
震
や
火
災
な
ど
の
災
害
に
あ
っ

た
時
、
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
保
険

税
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ

た
時
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
l
保
険
年
金
課
保
険
税

係■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
へ 

▼
保
険
料
免
除
制
度

　

前
年
の
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主

の
所
得
に
基
づ
き
申
請
が
承
認
さ
れ

ま
す
。
免
除
さ
れ
る
保
険
料
は
、
全

額
、
４
分
の
３
、
半
額
、
４
分
の
１

の
４
段
階
に
な
り
ま
す
。

　

免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を
受

け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
含
ま
れ

ま
す
が
、
年
金
額
は
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
場
合
に
比
べ
て
減
額
さ
れ

ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
納
付
分
の
保
険
料

を
納
付
し
な
い
場
合
は
、
免
除
が
無

効
と
な
り
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
～　

歳
未

３０

満
の
方
が
対
象

　

同
居
の
世
帯
主
の
前
年
所
得
に
か

か
わ
ら
ず
、　

歳
未
満
の
本
人
お
よ

３０

び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　

大
学
・
短
大
・
専
修
学
校
な
ど
に

通
っ
て
い
る
学
生
で
、
前
年
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ

り
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
失
業
さ
れ
た
方
に
は
、
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
や
受
給
資

格
者
証
等
を
添
付
す
れ
ば
、
前
年
の

所
得
に
関
係
な
く
免
除
や
猶
予
が
承

認
さ
れ
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

が
、
全
額
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予

に
限
り
、
申
請
時
に
翌
年
以
降
の
継

続
申
請
を
希
望
で
き
ま
す
。

　

承
認
期
間
は
、
免
除
と
若
年
者
納

付
猶
予
が
７
月
～
翌
年
の
６
月
、
学

生
納
付
特
例
制
度
は
４
月
～
翌
年
の

３
月
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
が
承
認
さ
れ
た
期
間

に
つ
い
て
は
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば

１０

一
定
の
金
額
を
加
算
し
て
保
険
料
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と（
追
納
）

が
で
き
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
l
立
川
年
金
事
務
所

（
緯　
・　

・
０
３
５
２
）、
市
保
険

０４２
５２３

年
金
課
年
金
係

●
平
和
展

　
「
平
和
を
築
く
人
た
ち
」を
テ
ー
マ

に
、
国
際
協
力
・
国
際
交
流
の
報
告

に
つ
い
て
パ
ネ
ル
展
示
し
ま
す
。

a
８
月
１
日
㈭
～
７
日
㈬
午
前
８
時

　

分
～
午
後
５
時　

分
b
市
役
所
１

３０

１５

階
市
民
ホ
ー
ル

●
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

　

海
外
の
民
族
音
楽
や
癒
や
し
系
音

楽
に
包
ま
れ
、
異
文
化
を
感
じ
て
み

ま
せ
ん
か
。

a
８
月
３
日
㈯
午
後
１
時　

分
～
２

３０

時　

分
b
市
民
の
森
ふ
れ
あ
い
ホ
ー

３０
ル
※
直
接
会
場
へ
f
小
学
校
低
学
年

以
下
の
お
子
さ
ん
は
保
護
者
同
伴
g

　

人
５０●

世
界
の
料
理
～
家
庭
料
理

　

市
内
在
住
の
外
国
人
の
方
々
と
と

も
に
海
外
の
料
理
を
作
り
、
食
を
通

し
て
国
際
交
流
を
行
い
ま
す
。

a
８
月
３
日
㈯
午
前　

時
～
午
後
１

１０

時　

分
b
市
民
の
森
ふ
れ
あ
い
ホ
ー

３０
ル
f　

歳
以
上
の
方
g
申
込
制
で
先

２０

着　

人
h　

円
i
三
角
巾
、
エ
プ
ロ

２５

３００

ン
j
協
力
…
日
野
市
国
際
交
流
協
会

k
７
月　

日
㈮
ま
で
に
電
話

２６

●
映
画
の
集
い

　

平
和
な
時
を
家
族
み
ん
な
で
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
平
和
の
大

切
さ
を
考
え
る
映
画
「
み
い
ち
ゃ
ん

の
て
の
ひ
ら
」
と
、
人
気
映
画
「
シ

ュ
ガ
ー
ラ
ッ
シ
ュ
」
を
上
映
す
る
映

画
の
集
い
を
開
催
し
ま
す
。

a
８
月
４
日
㈰
午
前　

時
～
午
後
０

１０

時　

分
b
ひ
の
煉
瓦
ホ
ー
ル
（
市
民

３０
会
館
）
※
直
接
会
場
へ
g
先
着
１
千

　

人
j
観
覧
後
、
風
船
の
プ
レ
ゼ
ン

１００ト
あ
り

l
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

日日日日日日日日日日日日日日日日
野野野野野野野野野野野野野野野野
市市市市市市市市市市市市市市市市
平平平平平平平平平平平平平平平平
和和和和和和和和和和和和和和和和
事事事事事事事事事事事事事事事事

日
野
市
平
和
事
業業業業業業業業業業業業業業業業業

補助金額対象機器
１kw当たり（※）２０,０００円
（上限１２０,０００円）発電能力が定格出力２kw以上のもの太陽光発電システム

２０,０００円住宅用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）

高効率給湯設備
１５,０００円住宅用ガス発電給湯器（エコウィル）
３０,０００円住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
１５,０００円住宅用潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）

※小数点以下第２位を四捨五入

太陽光発電システムおよび高効率給湯機器
に関する補助金のご利用を

　省エネ住宅および設備の普及のため、省エネ機器への補助を行います。
a申請期間…１１月１日㈮～１２月２７日㈮d補助金額…下表の通り※いずれか１件、
同一の住宅につき１回限りf申請できる方…平成２２年１０月１日～平成２５年１２月２６
日木に竣工する一定の環境基準を満たしたエコ住宅
（リフォーム含む）で、平成２４年１２月２８日～平成２５
年１２月２６日木に省エネ機器を設置、または未使用の
省エネ機器が設置されたエコ住宅を購入する方※申
込多数の場合は抽選j申込方法など、詳細は市ホー
ムページをご覧いただくかお問い合わせくださいl
環境保全課


